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千葉市中央区町内自治会連絡協議会
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日時：令和元年1月17日 （金）

午後4時00分～

場所：きぽ－る11階大会議室
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令和2年度千葉市中央区町内自治会連絡協議会通常総会の日程について

令和2年度千葉市中央区町内自治会連絡協議会通常総会における被表彰者推薦について
千葉市中央区町内自治会連絡協議会会則一部改正の検討について

町内自治会加入促進パンフレットについて
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令和元年度要望事項（マンホールトイレ設置の要望）の回答について

千葉市町内自治会連絡協議会と市長との意見交換会について

ごみ問題検討委員会について

4そ の他

中央区地域活性化支援事業「みんなで創る中央区づくり」について ‘

地域リーダー研修について

活動研修会のアンケート結果について

書籍の購入について

蘇我コミュニティーセンターハーモニープラザ分館のオープンについて

今後の日程について（第5回理事会、会計監査、第1回理事会）

千葉市地域社会貢献者。寄附行為者褒賞推薦について

令和2年国勢調査の概要について（中央区地域振興課）
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議題（1）令和2年度千葉市中央区町内自治会連絡協議会通常総会の日程について

1 過去の開催日

令和元年度5月11日 （土）

平成30年度5月12日 （士）

平成29年度5月13日（土）

第2土曜日

第2土曜日

第2土曜日

きぽ－る11階大会議室午前,10時00分～

中央区役所4階会議室午前ilO時00分～

きぽ－る11階大会議室午前10時OO分～
角

2令和2年総会開催予定日 （案）1

ゞ

令和2年5月9日 （土） 第2土曜日 きぽ－る1

午前10時00分～

1階大会議室l予定）

｛

【参考・市連協会議】

令和元年度 6月27日 （木）午前10時00分～
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議題(2)令和2年度千葉市中央区町内自治会連絡協議会通常総会に特ける被表彰者
の推薦について

1
1

1

、

1提出方法

（1）提出にあたっては、 「千葉市中央区町内自治会連絡協議会表彰内規」

第2項に基づき、所定の様式でご提出ください。

第1条

（2）推薦者がいない場合も、その旨を書面で回答してください。

提出期限

令和2年4月3日 （金）

2
I

U_

提出先 ，

千葉市中央区町内自治会連絡協議会事務局（中央区役所地域振興課内）
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=F幸市中央区田丁内自7台＝云菫糸各-陰昆毒堯会
壼毫 〆可 夫見

（表彰の基準）

第1条区域内住民福祉の増進のため、町内自治会活動を積極的に推進

し、その実績が顕著で、且つ次の各号の一に該当するものについて、

会長がこれを表彰する。

（1） 中央区町内自治会連絡協議会役員（監事を除く） の職にあって

退任したもの。

（2） 5年以上引き続いて町内自治会長の職にあって退任したもの。

ﾛ

V

（在職年数の決定） ‐

第2条在職年数は、満年をもって計算する。

（被表彰者の推薦方法）

第3条《 第1条第1号における被表彰者の該当者については、会長が推薦

し、第1条第2号における被表彰者の該当者については、理事の推薦に

より、それぞれ理事会に報告したのち総会において表彰するものとする。

（表彰）

第4条表彰は、表彰状に記念品を添えて贈呈する。

（表彰の重複禁止）

第5条被表彰者は、再表彰をしないものとする。

附 則

の内規は、平成5年4月1日から施行する。

則

の内規は、平成7年4月1日から施行する。

則

の内規は、平成27年6月1日から施行する。

則

の内規は、令和元年7月1日から施行する。
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議題（3）千葉市中央区町内自治会連絡協議会会則一部改正の検討について

1 改正項目 ・

千葉市中央区町内自治会連絡協議会会則第8条（役員の職務）第5項について

2提案経緯

町内自治会設立ハンドブックでは監事の役割を｢収入･支出が適正に行われているか、
資金・資産の管理は適切か、また、会の目的に沿った事業が実施されているかなど、会
の運営を監査する役割を担っています。役員執行部とは切り離し、独立した立場で監査

することが求められます｡」 となっておりますが、現行の会則では、下記条文のどおり

「監事は、本会の経理を監査する」 となっており、 「業務の執行を監査する」視点が欠

けているため、不適切な業務であっても、経理を適切に行えば、 「決算ば計数的に正確

であり、内容も正当なものと認定した｡」 という監査報告になりかねないというご指摘
が会員よりあったため改正の必要性を検討する。

3参考資料（次ページ参照）

・千葉市各区連協の状況

・政令市の自治会規約作成例

〈

V

4改正案

会則第8条第5項

（補足）

例年実施している会計監査の際には、収入支出決算書及び関係帳簿･証書類の他に会

の事業に関わる書類を監査していただき、監査報告の文言も下記のとおりとする。
●

q~

-4－
I

現行 改正案

(役員の職務）

第8条 1～4項（略）

5監事は、本会の経理を監査する。

、

(役員の職務）

第8条 1～4項（略）

5 監事は､本会の会計事務及び業務執行につい

て監査を行い、毎年通常総会に報告する。会計事

務及び業務執行について不整の事実を発見した

ときは、総会に報告することとし、報告のために

必要があると認めるときは､臨時総会の開催を請

求する、

現行 改正案

監査内容

予算会計の収入・支出済額は、収入及び支出簿

により出納書類を余すところなく照査のうえ、さ

らにその内容につき監査を実施した結果､決算は

計数的に正確であり、内容も正当なものと認定し

た 0

監査内容

予算会計の収入･支出済額及び会の業務執行に

ついては､出納書類等を余すところなく照査のう

え、 さらにその内容につき監査を実施した結果、

決算は計数的に正確であり、内容,も正当なものと
’

認定した。
Ⅱ

I
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●千葉市各区速協の状況

日

､」

●政令市の町内自治会規約作成例
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大阪市・北九州市・静岡市・新潟市・浜松市・相模原市・熊本市は市で作成している手引き等がホームページに掲戦されていない、もしくIは、各区で作成しているため省略。
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区 会則（監査の職務） 監査対象 監査報告の文言
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花見川区 監事は、本会の経理尭藍杏する。
●●年度千葉市花見川区町内自治会連
絡協議会収入支出決算書及び関係帳簿
証書等

藍杏結果

l
Ⅱ

l ム
I

①現金出納の適否については、正確であり適正に管理されてい
ると認める。
②収入支出決算書及び関係帳簿証書等の整備は適正であると認
める

稲毛区 監事は、本会の経理寺零杏する。
●●年度千葉市稲毛区町内自治会連絡
協議会収入支出決算書及び関係帳簿等

啓杏所見
●●年度の収入支出決算額は、出納書類を余すことなく精査
のうえ、その内容について厳正に監査した結果、適正に処理さ
れており、正当なものと認めたのでご報告いたします｡，

若葉区 監事は、本会の経理凌藍杏する。
●●年度千葉市若葉区町内自治会連絡
協議会収入支出決算書及び関係帳簿証
書等

審査所見
収入支出関係綴および通帳により、出納書類を余すとこるな
く照査したところ、会計の予算および収入支出額は正確であ
り、内容も正当なものと認めます。

緑区 監事は、本会の経理を鷆杏する。
●●年度千葉市緑区町内自治会連絡協
議会収入支出決算書および関係帳簿証
書等

監査所見
会計の予算額および収入支出額について、出納書類を余すと
ころなく照査のうえ、その内容について審査した結果、決算は
計数的に正確であり内容も正当なものと認定した。 ，

美浜区 監事は本会の経理を監査する。 記載なし

●●年度における千葉市美浜区町内自治会連絡協議会の会計
について、記録・諸帳簿並びに関連各種資料を厳正に精査の結
果、適正に運営されていることを認め、ここに報告いたしま
す。 ．~I

名古屋市

監事は、次の職務を行う。
●

（1）会の会計事務を監査すること。
（2）会計事務について不正の事実を発見したときに総会に報告すること。また、これを報告するため必要があると認めるときは、総会の
招集を請求すること。

京都市

監事は
（1）
（2）
（3）
（4）

別に定めるもののほか、次の職務を行う。
会の財産の状況凌藍杏すること。
その他の役員の業務執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときには、総会に報告すること。 ．
前号の報告をするために必要あるときは、総会の招集を請求し、又は招集すること。

横浜市
監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不整の事実を発見し
たときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

神戸市

監査2名：会計及び財産管理を監査する。
もしくは

会計監査：会計監査の任にあたる。

札幌市

監事は、次に掲げる業務を行う。
(エ）本会の会計及び資産の状況を監査すること ．
（2）会長、副会長、専門部長、その他の役員の業務執行の状況を監査すること
（3）会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること

川崎市 会計監査は、会の会計を監査する

福岡市 監事は、会の会計を監査する。

広島市。

監事は、次の職務を行う。
（1）会の会計事務を監査すること。
（2）会計事務について不正の事実を発見Iﾝたときに総会に報告すること。また、これを報告するため必要があると認めるときは、総会の
招集を請求すること‘

仙台市

監事は

（1）
（2）
（3）
.(4）

次の職務を行う。
本会の会計及び資産の状況を監査すること
会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること
会計及び資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、又は招集すること

予棄市 監事は、本会の経理凌監杏する｡-…： 〃 詞 . 中里 日ﾏ . ■ 目 字. 由

さいたま市 監事は、本会の会計を藍杏する。

堺市 会計監査：会の会計監査を行う。

岡山市

監事は、次の職務を行う。
(､1）本会の会計事務を監査すること。
（2）会計事務について不整の事実を発見したときに総会に報告すること。また、これを報告をするため必
の招集を請求すること。

勇があると認めるときは、総会



議題（4）町内自治会加入促進パンフレットについて

1 配布対象中央区内の町内自治会

2配布枚数下表のとおり

ロ

山

3配布物 町内自治会加入促進パンフレット

（別添のパンフレット （案）のとおり）

4配布時期令和2年3月

※町内自治会加入促進パンフレット'の内容等についてご意見等がございましたら、

1月31日（金）までに、中央区地域振興課地域づくり支援室までご連絡ください。

4
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町内自治会の世帯数 配布枚数

世帯数が1, 000以上の町内自治会 原則的に100枚

ただし、回覧部数（組数）が100を超

える町内自治会は回覧部数

世帯数が100以上1

町内自治会

ン 000未満の ｢世帯数の10分の1」を一の位で切り

上げた数

世帯数が100未満の町内自治会 10枚



旧嘔中央区地域振興課地域づくり支援室平岡宛て

FAXO43-221-2179

議題（4）町内自治会加入促進パンフレットについてに閨するご意見 ！

(ご意見等記入欄）

1

1

／

その他、令和2年度区連協として、新たに取り組みたい内容等ございましたら、ご記入くだ

さい。 ，

(ご意見等記入欄）

地区名

理事氏名

※1月31日(金)までにご提出をお願いいたします。

ご意見等がない場合は提出不要です。

I

f
l
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報告（1）令和元年度要望事項（マンホールトイレ設置の要望） 回答についての
I

ノ

0

I

）
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’

区連協要望：マンホールトイレ設置の要望（第15地区） h

Ⅱ
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昨年の政府地震調査委員会の発表によりますと、千葉市は今‘
。 1

に震度6弱以上の地震発生確率が8

30年以内

5％と高率だと言われています。
、 i

東日本大震災では、地震発生から3時間以内に3割の方がトイレに行きた
． ｜

<なったとの報告もあります．ところが､避難場所§避難所における水洗卜
イレがすぐに使用ができなくなります6 しかし震災後、

Ⅱ

’ ’
1

仮設トイレの設備が
I

避難所に設置されるのに数日かかるとの見通しも聞くところです。
･ノ － I

そのことから、マンホールトイレの設置についてご協力をお願いしたいと

思います｡具体的には、マンホールトイレを県立高校等含むすべての指定睾
急避難場所･指定避難所や町会事務所等に備えること、及び、その使い方の

教育等ということになるかと思います。

l
f

l

’ ．

回答：総務局防災対策課

.....．｡.…….……..……..……....．…….………..………．．…..．…･………．..………….….…….….…．.．....…………….….………･……………･……………………i..……....….……..…．.…….…...“

｜
Ⅱ

1

l

I

災害用のマンホールトイレについては、避難所の衛生環境の向上を図るた
｜ ′

め、令和5年度末を目途に全市立学校等への整備を進めているところです。

指定避難所への整備を優先していることから町会事務所等へあ設置予定は
ありませんが、全市立学校への整備完了後は、県立高校などの指定避難所に

もマンホールトイレの整備を進めてまいりたいと考えておりま

今後は、県教育委員会など関係機関と協議を行うとともに、

のない施設における水源や設置場所について検討していくこと

す｡〃
、
で

’
す
ｉ
丼
‐
と
‐
！
‐
１
１

○

戸 ● プール

しておりま

なお、マンホールトイレや仮設トイレが設置されるまでの間は、各避難所
． ｜

の収容人数に合わせて簡易トイレ及び携帯トイレが備蓄されておりますの
1

で、そちらを使用していただきますようお願いいたします。
皿

1b I
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令和元年12月20日

19号】

力の主な被害状況（ 12/13現芯

人的被害

負傷者4人

停電に伴う熱中症など 1人

住家被害

一部破損 40棟

停電
昌夫 14 q00軒（10/11

身風15号』

市内の主な被害状況（12/13現在）

1）人的被害

・負傷者 13人

・停電に伴う熱中症など53人

2）住家被害

・全壊 12棟

・半壊 2oo棟

。－部破損5， 134棟

3）停電

・最大94, 600軒(9/9)

避難者受入最大612人(9/1C
淫ペ、､DL＋amz y拾ィ庇

詞司 画

36人（1C

I

1

’

千葉市町内自治会連籍協議会と市長との意見交換会 ‘
、
可
Ｊ
』

Ｆ
ｌ
ｊ
i千葉市舗CHl8AC汀Y曾魚

《

塞議:發溌灘1芯童患懲職〃欝箏蕾I癖 夢棄望巻鵜;燭ふ謹癖錘蕊迂舞惑

h

Ⅱ

「

【10月25日の大雨】

1 市内の主な被害状況（ 12/13現在） 2避難者受入最大63人（10/25）
（1）人的被害

･死者3人 3帰宅困難者受入（一時滞在施設）
（2）住家被害 最大877人(10/26| 1 :00)
･全壊 4棟

.半壊 9棟

･床上床下浸水 79棟
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千葉市町内自治会連絡協議会と市長との意見交換会 ＃臓獅蕊

蕊撫蕊燕露蕊蕊議蕊熱蕊燕鰄熱蕊蕊醗懲蕊’
･避難所における飲料水や食料の提供 ・アマゾン欲しいものリストの活用 ，

･大型バスを配備し停電地域の市民に開放 ・ペットと同行避難できる避難所の開設

･市施設のお風呂や銭湯の無料開放 ・停電地域へのプッシュ型支援

･一時的な避難場所として利用できる宿泊施設の提供

･学校施設を活用した支援施設の設置 ・帰宅困難者のために一時滞在施設の開設

･福祉施設等への電気自動車による給電 ・移動販売車による食料・日用品等の販売

2

千葉市町内自治会連絡瞳謹会と市長との意見交換会 I
心
▲

LFj
I千葉市識CH旧ACiTY蕊多

fH J■ r 唾 ﾆﾆﾆ ｺ ℃ 万 唾 呉 哩中⑬ 茜 昇罰 [ ] ご と 二

譲』 溢茎 ＃「熱群諜塞:珍勤＝琴 :蓉亀 :ロ篭議溌蕊謹織籔塞垂閑"‘繊錨猫"“ﾕi :蕊遥遥審鮮垂鴬､壬曽至蓉雪謡諾謎ゞ蕊皇誘織上畠型： 古 罫ふきどざ息孟些竜篝鷺リ

5国への要望活動 ’

県市長会・町村会 一

内閣官房長官

激甚災害の早期指定

内閣府(防災担当）

停電の長期化と’いう特殊性を鑑みた

特段の措置

6主な支援策

（1）被災者支援※美浜区を除く5区役所に総合受付窓口の設置

･被災者生活再建支援・ ・ ・ ・住宅に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給

･被災した住宅の応急修理・ ・被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分を市が

応急的に修理

･被災者住宅補修緊急支援・ ・被災した住宅の補修に対して工事費の一部を助成

（2）農業者支援※農政センターに相談窓口設置

･農業施設災害復旧助成

･農畜産物被害損失補償

（3）民間社会福aﾄ施設災害復旧費助成 3
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市外から駆け付け士建設会社によるブルーシート張り 道路をふさぐ倒木の撤去
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第42回ごみ問題検討委員会次第
’

． ’

令和元年10月8日 (火)]ol :oo~
中央コミュニティセンター8階海鴎

塁
｛
郡
》

1 開会’ 1

／

2委員長挨拶

3議題

【第1部】

（1）平成30年度のごみ処理に関する実績報告及び実施した主な取り組み

について

卿 （2）剪定枝等再資源化事業の実施状況について

l
h

l

【第2部】

（3）意見交換 ～プラスチックごみの現状と課題について～！

（4）その他

’

1

4閉会 1

1

I

、 ’ 1

。‘ ｜
平成30年度のごみ量について

平成30年度に実施した主な取り組み【概要版】
l a

剪定枝等（木の枝・刈り草・葉）再資源化事業の実施状況について
’ ‐

プラスチックごみの現状と課題について “ ’

配付資料

【資料1】

【資料2】

【資料3】

【資料4】

Ｒ
〆

幕

’

I

ノ

》

I
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平成30年度のごみ量について

1 焼却ごみ量

（1）家庭系焼却ごみ量

平成30年度の家庭系焼却ごみ量は166, 535トンであり、前年度と比較すると2, 740ト

ン（1． 6％）減少しています。

《単位エトン＞

乱

Iノ

忠
臣
障

奔
拝
涯

引

〃

、

－1－

4月 5月、 ≠ ：6園 '7月 :S月 g居‘

零或2S年度 14S68 15鐙零 14B43 14お94 15255 14…

平成29年度 13S14 1543C 14428 1尋47C1 15･ie 13S17

平成3Q年度 f4.1○t 1521S 14･41 14･43 14228 12Sr1

鍾誠零建 f87 ▲f211 ▲SS了 ▲⑤5S･ ▲了SS ▲e4S

10月《 ’ 11自 12E 1月 2月 ：月 3月 1 ≦計

平成22 年度 14w461 13SSC 15鬮○5S 13f713 11483 1a5S5 17157露

平成29 犀度 f417C 14念15 1ag7C 1－1“4 fSe63 16SZ75

平成S○年度 1愚息27 133384 1a1ZC 13675 114SS 1323S 16a535

- .童前年鍵 s57 ▲唇73 5C5 SC5 SS4 ▲425 ▲2藏準C



I

（2）市全体の焼却ごみ量（家庭系焼却ごみ量十事業系焼却ごみ量）

平成30年度の市全体の焼却ごみ量は240, 742トンであり、前年度と比較すると2, 983

トン（1． 2％）減少しています。

《単位: トン》

P

V

6月 7R ,RR ' QE

盈

阜

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｊ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ⅱ
１
１
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ

－2－

江

誉4月;』 人 ‘ : ‐5感蕊， ;､､､S層'<塗 ,,｡7Si蝋､鳥ﾙ" ‘ ｡S忌舞､: :､』ﾄ鐙居;:≦i"1.

率成2S犀度 21X"3 フク鰯SS 21，136 21心3○ 21S91 ZC254

平成29:辱度 fSS3S 2S"C 2禽逼S:-1 21SM 21黛鄭43 zG227

平成S･隼度 2亀1錘 21“1 2Q2" 2CS17 2○522 18S74

鍾鐵年麹 324 ▲f､42S ▲33了 ▲毎等隼 ▲9塁1 ▲1253

f 10g 11感； 12月； ゞ 。 1月"〃k ‘ 2月 ､ ‐3局， ！ ． ′ ; ､計

平成28"年度 2QSSS 19e2B 21愚5s 1S51･ 1SS4C 1SSS5 24eal5e

平成29年度 2aSS5 2af48 21WS fge5e 16S57 19S7C 重建SfrZS

平成S○年度 21緬蕊4 1a416 2147悪3 1蕊5辱7 1eS25 1霊2露S 2津α7斗2

，:鍾鐵年塗． f簿了響 ▲~raZ 簿了蕊 5幕3 蕊蕊 ▲了“ ▲2"83



2再資源化量

平成30年度の主な品目別の再資源化量は下表のとおりですも剪定枝については、平成30年2月

から市全域で資源回収を開始した結果､平成30年度の再資源化量は4, 462トンとなり、前年度

と比較すると2， 243トン(101. 1%)増加しています。

(単泣き トン）

乳

ソ
、

…

1

※表中の数値は再資源化量であり、収集量とは異なる場合がある。

再資源化量の推移〈品目ごと）
ﾄン I

iSaC"

蕊平成28年度

屋平成29年度－

圏平成3奔度

26!Gm

"hC"

ユ2.0m

唖
．
・
麺
唖
、
》
‐
‐
岬
０

’

§
；
＃ 謝雷鍵

古紙･布

〔集団回収）

古紙回収庫古紙･布

〔ｽﾃｰｼｮｿ〕

びん 缶 ぺｯﾄボトル 剪定枝 小型家電 腐食油

翁

〃

､

－3－

世

’ 4
手

P ■ 罫

q ﾏず ﾛ

雷諦讃:
｣(Zﾃ宇鷲ｮ難 蚕

〆

〈
録
》

』 ■

雷綴回卿重
： 、 ． 、

ザ 命 設

．， . ､びん：
Ｊ 』 』

， ，年
’ 山 ツトボトル

、

≦勇趨一
？ 3 ．･篭.X i E "

小型慧雪

も し . f

・難油

平成28年度 16814 12鋼4 171 愚950 Z7C1 3“3 Ce 9 6

平成29年度 16259 11I711 160 617e3 2β25 3＃6<） 2219 10
寺

I

平成30犀度 15504 10837 149 》 2561 3,130 4462 23 8

謡酋年随 ▲f海5 ▲874 ▲fO ▲227 ▲64 ▲31 2243 13 2



千葉市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に係る平成30年度に実施した主な取り組み【概要版】
h l

｢新｣は新規､｢拡｣は拡充､下線は重点的に実施する取り組み

P

kj

､

公

司

児

I

－4－

基Z :方針 、 計画事業名 主な取り組み I

基
本
方
針

ス
タ
イ
ル

（
リ
デ
ユ

１
１

・
ビ
ジ

ー
ス
。

人
一

ネ
ス

リ
ユ

|ス人
スタが、

ご
み
を
出
さ
な
い

イ
ル
の
確
立
に
よ

）
を
目
指
し
ま
す
｡るう

､イ

2フ

R

1ごみ減量のため
の｢ちぱルール｣の
普及･拡大

23R教育･学習の
推進及びごみ処理
に関する情報の共
有化

3発生抑制(リ
デュース)･再使用

(リユース)の促進

5津ごみの発牛抑
制の推進

O「ちばルール｣行動協定店の資源回収品目及び回収時の注意
○市民向け啓発キャンペーンの実施(へらそう<んフェスタ及びち雷謝謂芽
○2事業者3店舗と｢ちばルール｣協定を締結． ． ’

作成､配布

Ｑ
Ｑ
Ｑ
一

小学生と保護者を対象とした｢ごみ処理施設見学ツアー｣(38組）

○ごみ減量講習会の実施(11回）

I象I貝壹對28253人）

望ムユ

"lQフリマアプリを企画口開発･運用するメルカリとの包括連携協定を締結

９
１
Ｉ
１
５
ｌ
４
ｌ
Ｉ
■
９
１
６
Ｊ
２
９
０
も
６
１
１
Ⅱ
１
Ⅱ
Ⅱ
Ｊ
１
１
ｌ
Ｐ
ｌ
ｌ
Ｉ

一
一
ミニ･キエーロ市民モニター事業の実施(36世帯）
牛乳パックを使った生ごみ肥料化講習会の実施(5館×2回）

Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ

蝿
函
蝉

～

に
‐
一
‐

一
一
一

一
Ｑ
ｑ
，

塑
塑

基
本
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２
再
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利
用
率
を
高
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た
め
の
効
果
的
な
再
資
源
化
施
策
と
、
市
民
・
地

域
・
事
業
者
と
の
協
働
や
地
域
活
動
へ
の
支
援
に
よ
り
ゞ
さ
ら
な
る
焼
却
ご
み
量
の
削
減

を
目
指
し
ま
す
。
§

10市民･事業者と
の協働による再資
源化の推進･支援

11ごみ排出ルール
の遵守?指導徹底

2事業所ごみの
非出管理･指導の
散底 ．

13多様な排出機

会の提供と動機づ
けによる古紙等の

再資源化の推進

14剪定枝等の再
資源化の推進

15牛ごみの再資
源化の推進 ，

16清掃工場にお
ける事業系ごみの
搬入物検査の実施

17さらなる再資源
化品目の検討･推
進施策

(拡)O廃食油回収拠点の拡充(新規2か所拡充､38か所）
､ 七I

○ごみステーシヨンにおける早朝啓発の実施(チラシ配布:221自治会､計774名)(再掲2）
1

様式に係る規則改正を実施

(拡)0－定量以上の排出事業者数の基準を箱査し､条例及び規則改正を実施

Q新規開業事業者へ9月及び翌年3月にガイドブックを配布し､事業所ご

U

の

』王座旦旦笙旦且坐旦1住邑_王座型竺旦且ﾕｪ旦住L : |

○不適正排出が確
、 者）

適正排出等を届

認された事業者に対する訪問調査及び指導(調査:413事業者､指導:37事業

’

(蓋10単一素材製品プラスチックの拠点回収(各理境事業所)を開始

F

ゾトの回収を開始
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○組合が導入した集中管理システムの活用により､ごみステーション設置状況や各収集車両の

作業状況把握を的確に行うとともに､蓄積したデｰﾀをもとにした効率“収集運搬体制構築の検討を開始
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剪定枝等（木の枝・刈り草・葉）再資源化事業の実施状況について

1 平成31年4月～令和元年8月の資源収集量

単位： トン

風

ｊ
４
．
ザ

※9月実績については、現在集計中。

(参考）平成30年4月～平成31年3月の資源収集量

単位： トン

2周知啓発（早朝啓発）の実施状況

（1）町内自治会向け周知

今年度4月の資源収集量（309トン）が、昨年度（363トン）の約85%にとどまったことから、

’令和元年6月5日付で、市内各町内自治会向けに通知文「木の枝・刈り草・葉の再資源化事業

について（依頼)」を発出し、資源収集日のさらなる利用を求めた。

さらに、 8月7日付で通知文「木の枝・刈り草・葉の取り残し実施について（依頼)」を発出

し、9月2日より、市内の一部ステーションにおいて、剪定枝収集日直近の可燃ごみ収集日に出

された剪定枝等の取り残し（直後の剪定枝等収集日に回収）を開始した。9月9日より、台風15

号後の災害ごみ対応等で、一時的に取り残しを中止している。

なお､5月以降は昨年度同月よりも資源収集量が増加しており、8月末時点での収集量(2,524

、

ノ

トン）で比較すると、昨年度（2,162トン）に比べて約2割増加している。
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（2）市内ごみステーションでの早朝啓発

令和元年9月2日から13日にかけて実施予定であったが、台風15号後の

より、 9月9日以降に予定していた分は中止した。実施状況は以下のとおり。

台風15号後の災害ごみ対応等に
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実施期間 9月2日（月）～9月6日（金） 計5日間

実施時間 午前7時~午前8時

実施場所 14町内自治会、 52ステーション

啓発人数 221人 （従事職員数：延べ38人）
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プラスチックごみの現状と課題について
、

プラスチックは、軽くて丈夫、加工しやすいなどの利便性から、ペットボトルなどの容器包装から家

庭用品まで、 さまざまな製品に使われている。

一方、多くが石油由来であるプラスチックについて、循環的な利用や処分により、環境負荷を低減さ

せることが求められている。また、不適正な処理により海洋に流出したプラスチックごみにより、地球

規模の環境汚染が懸念されている。

ﾊノ

6

○プラスチックの生産量・排出量について

2017年度のプラスチックごみ排出量は、一般系廃棄物が418万トン、産業系廃棄物485万トン、合

計903万トンであった。

'
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出典号 (－祖プラスチック篭環利用協会

○家庭プラスチックごみの排出実態について

瞬睡感心秘
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出典：環境省容器包装廃棄物の使用・排出実態調査(H30)

ごみステーションに排出されたごみ組成分析（湿軍量比率）
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○廃プラスチックのリサイクル手法等について

未利用廃プラスチック 未利用廃プラスチック

58万t(11.9%)71万t(17.0%)

ナイクル

蜜ケ鬘ｶﾙﾘｻｲｸ”
一『 27万t(6.5%)÷芋

一般系廃棄物

418万t
露，戦

篭
少
、

リサイクル

(2.7%）サーマルリサイクル

253万t(60.5%)

こ（
…

弾

出典： （一社）プラスチック循環利用

マテリアルリサイクル…溶かして再びプラスチックの原料とする手法

ケミカルリサイクル…化学分解によりガスや油を作り出す手法

サーマルリサイクル…燃やして発電などのエネルギーとして利用する手法

2017年度に排出された廃プラスチックの有効利用率は、一般系廃プラスチックが83％、産業系廃プ

ラスチックが88.1％であり、どちらもサーマルリサイクルされた割合が最も高く、次いでマテリアルリ

サイクルされた割合が高かった。

また、マテリアルリサイクルされた廃プラスチック211万トンのうち、一般系廃プラスチックは67

万トンだが、産業系廃プラスチックは144万トンと2倍の量となっている。これは、産業系廃プラスチ

ックの品質が一定であり、排出量が比較的安定していることにより、再生利用に回される割合が大きい

ためである。

なお、 リサイクルされている一般系廃プラスチック及び産業系廃プラスチック775万トンのうち、約

150万トンが海外輸出されている。 （環境省プラスチックを取り巻く国内外の状況’第4回資料より）

○本市のプラスチック再資源化の取り組みについて

・平成30年10月から、市内3か所で、単一素材製品プラスチックの拠点回収を実施

・ちばルール協定店との連携によるレジ袋削減、食品トレイ等の資源回収について啓発

爵《

○プラスチック製容器包装のリサイクルについてｰ

プラスチック製容器包装とは、商品を入れた箱や袋などの容器や包装のうち、ペットボトルを除くプ

ラスチック製のもの。ポリ袋やトレイ類、ボトル類などが該当する。
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＜容器包装リサイクル協会を通したリサイクルの流れ＞

事業者十,
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義務の届行くリサイクル費用の支払い）“
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再商品化

容器包装容器包装リサイクル協会も」
一一画■■斡一～~～凸､
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、
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、

、

南而麦五可 、､、
、

罫壼壼菫凱再商品化車業者。

リサイクル費用の引取依頼〈契約＞←引取依頼〈契約＞←
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＜＝包装リサイクル協錘f篝剖＞“千葉市の役筈1噂」
事業者からのリサイクル費用の徴収や』

ロロロ｢~ID□□▽4」

市町村から容器包装の引取り4J

pppDD口口▽4J

再商品化事業者を入札|こより決定ぐ」
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再商品化事業者lこりサイクル費用の支払い学

1

プラスチック製容器包装の再資源化については、焼却処理量や温室効果ガス排出量の削減に寄与する

反面、収集・再資源化に多くの費用がかかることから、本市では実施していない。

今後、国においても、 自治体の負担軽減策など、容器包装リサイクルに係る法制度について、継続し

て検討が行われる見込みであり、その動向や社会情勢の変化等を注視しつつ､検討していく方針である。

【参考】プラスチック製容器包装の再資源化を実施した場合の経費の試算（概算）

（平成22年度局内ワーキンググループによる検討結果を一部改変）

※計画収集量は年間約9,500トン

収集運搬委託約5億2千万円

選別圧縮梱包委託約3億3千万円

容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会負担金 約3百万円

合計約8億5千万円

トン当たり費用 約9万円（税込）

○海洋プラスチックごみ問題について

ポイ捨てや屋外に放置されたプラスチックや、海外に輸出後、適切に処分されなかった廃プラスチッ

クが、河川などを通じて海に流れ込み、海を汚染する「海洋プラスチックごみ」が問題となっている。

「海洋プラスチックごみ」が波の力や紫外線の影響などで劣化し、 5mm以下に細かくなったものを「マ

イクロプラスチック」 と呼び、洗顔材や研磨剤などに使われているマイクロピーズなどと合わせ、生態

3

〃

系へ与える影響が懸念されている。

○バイオプラスチックについて

「バイオプラスチック」 とは、植物などの再生可能資源から作られた「バイオマスプラスチック」や

微生物により生分解される「生分解性プラスチック」があり、これらの使用により、温室効果ガスの削

減や､循環利用率の向上など､プラスチックに起因する様々な問題の改善に貢献できると考えられるが、

石油由来のプラスチックと比較し、高コストであることや技術的な問題により、普及が進んでいない。
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